
第２回 美幌町選挙管理委員会会議結果（要旨） 

１ 開催日時  令和４年４月２６日㈫ 午前 9 時 50 分～午前 10 時 05 分 

２ 開催場所  美幌町役場 第１会議室 

３ 出席委員  松本 光伸、早田 眞二、横山 直樹、石川 真里子  

４ 議事内容  次のとおり 

議案番号 件名及び要旨 顛末 

報告第１号 

令和３年度選挙人名簿閲覧状況について 

承認 

令和３年度の選挙人名簿抄本の閲覧者は次のとおりである。 

１ 申出者数 １人 

２ 利用目的 第４９回衆議院議員総選挙の選挙葉書送付のため 

３ 閲覧年月日 令和３年１０月７日 

４ 閲覧範囲 第１投票区～第６投票区 

報告第２号 
令和３年度在外選挙人名簿閲覧状況について 

承認 
令和３年度の在外選挙人名簿抄本の閲覧者はなし。 

議案第４号 

投票所の指定について 

決定 

第１（しゃきっとプラザ集団健診ホール）、第２（美幌小学校体育館） 

第３（東陽小学校玄関ホール）、   第４（北中学校玄関ホール） 

第５（旭小学校体育館）、      第６（上美幌保育所） 

第７（報徳地区農作業準備休憩施設）、第８（福住公民館） 

第９（田中地区農作業準備休憩施設）、第 10（豊岡自治会館） 

議案第５号 

ポスター掲示場設置場所の指定について 

決定 

第２６回参議院議員通常選挙用 ５９箇所 

（投票区内訳＝第１【８】、第２【９】、第３【９】、第４【９】 

 第５【９】、第６【５】、第７【２】、第８【２】、第９【４】 

 第 10【２】） 

議案第６号 

ポスター掲示場設置総数の減少について 

決定  第２６回参議院議員通常選挙におけるポスター掲示場設置総数を減

少することとし、北海道選挙管理委員会へ減少の協議をする。 

 政令基準掲示数＝84 箇所 減少数＝25 箇所 設置総数＝59 箇所 

議案第７号 

投票所の開閉時刻の繰り上げについて 

決定  第２６回参議院議員通常選挙における投票所の開閉時刻について、

北海道選挙管理委員会へ繰り上げの届出をする。 

 第６～10 投票所（２時間繰上） 

 



※非公開 ⑴ 法令等により非公開とされている場合 

⑵ 美幌町情報公開条例第 10 条各号に定める非公開情報に該当した場合 

⑶ 公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合  

【美幌町選挙管理委員会規程第 13 条】 


